
※各市と飛騨農業共済事務組合は、 ◎診療業務

　診療業務委託契約を締結　　　 ◎検診業務

◎防疫衛生業務

〇審査業務

◇受精卵移植・採卵業務

◇家畜人工授精業務

◇家畜伝染病予防対策業務

※高山市家畜診療所設置条例に規定

◎診療業務

・家畜の診療

〇審査業務

◎検診業務

・子牛の産後特徴検査 ・妊娠鑑定書

・感染病予防　・妊娠鑑定

◎防疫衛生業務

・伝染性病疫予防 ・損害防止医薬品投与料

・飼養衛生管理指導

※高山市家畜人工授精条例に規定

◇受精卵移植・採卵業務 ・受精卵移植手数料　・採卵手数料

◇家畜人工授精業務 ・人工授精手数料　・人工授精精液料

・獣医療行為の伴わない予防防疫対策◇家畜伝染病予防対策業務

・診療費（初診料）
・休日診療料　・医薬品指示書
・出荷制限期間指示書

【R2.4以降】

【現　在】
家畜診療所の設置移行

飛騨農業共済事務組合

飛騨農業共済事務組合

家畜診療所

下呂市
飛驒市

高山市

高山市
岐阜県農業

共済組合
高山市家畜診療所

資 料


